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一
に
つ
い
て

山
田
元
外
務
省
大
臣
官
房
付
事
務
官
（
以
下
「
山
田
元
事
務
官
」
と
い
う
。
）
は
、
現
住
建
造
物
等
放
火
罪
及
び
業
務
上

横
領
罪
に
よ
り
起
訴
さ
れ
、
今
後
、
裁
判
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
外
務
省
と
し
て
、
当
該
裁
判
の
動

向
に
つ
い
て
注
視
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
山
田
元
事
務
官
が
在
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
日
本
国
大
使
館
に
勤
務
す

る
間
に
公
金
を
横
領
し
、
同
大
使
館
事
務
所
に
放
火
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
こ
と
は
極
め
て
遺
憾
で
あ
り
、
外
務
省
と
し

さ
つ

て
、
山
田
元
事
務
官
が
公
金
を
横
領
し
た
当
時
の
同
大
使
館
の
館
長
で
あ
っ
た
冨
永
純
正
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
駐
箚
特
命
全

権
大
使
（
以
下
「
冨
永
大
使
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
監
督
責
任
を
問
い
、
同
省
の
内
規
に
基
づ
き
厳
重
訓
戒
処
分
を

行
っ
て
お
り
、
冨
永
大
使
に
対
す
る
処
分
は
、
関
連
法
令
に
基
づ
き
厳
正
に
行
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

一



冨
永
大
使
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
付
け
で
帰
朝
を
命
ぜ
ら
れ
、
同
年
四
月
十
五
日
付
け
で
外
務
省
を
退
職
し
た
。

二


